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提案理由 

国に対し、無電柱化の推進に関する法整備等を求める。 

これが、本案を提出する理由である。 



無電柱化の推進に関する法整備等を求める意見書 

 

我が国では、電力及び通信需要の急増に伴い、数多くの電柱が設置されてき

た。しかし、電柱の増加や張りめぐらされた電線により、防災や景観の問題が

指摘されている。 

実際に、東日本大震災等の大きな災害では、電柱の倒壊による緊急車両通行

の妨げや電線の垂れ下がり、火災の発生等の問題が浮き彫りとなり、防災の観

点から無電柱化は極めて重要な施策と言える。 

 また、本市では今も人口増加の傾向にあり、祭りや各種イベントをたびたび

開催している。市民のみならず市外から人が訪れる機会も多いことから、今ま

で以上に魅力あるまちづくりが求められている。 

快適な歩行空間の確保を初め、良好な景観の創出、そして何より災害防止の

観点から、無電柱化に向けた新たな法整備が今、必要とされているのである。 

 よって、本市議会は、国に対し、無電柱化の推進に関する法整備を求めると

ともに、補助制度等の財政的な支援を行うよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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